
　　                                                             事　  務　  連　  絡

　　   平成 25 年 10 月 7  日

各 課 等 の 長　殿

財 政 課 長

平成 26 年度当初予算要求について（通知）

みだしのことについては，「平成 26 年度予算編成における基本的な考え方」（市長通知）及び

「予算編成方針」（政策推進部長通知）に留意のうえ，下記のとおり予算要求されたい。

なお，歳出要求基準，留意事項等が変更となっているので，注意すること。また，提出期限に

ついては厳守願いたい。

記

１．提出期限　システム入力　　　平成 25 年 11 月 7 日（木）午後 5 時

　　　　　　　提　　　　出　　　平成 25 年 11 月 8 日（金）午後 3 時

　　　　　　　※期限後の財務会計システム入力は不可となるので注意のこと。

２．提出場所　財政課

３．提出書類　①様式１（食糧費）　　　　　　 　・・・・・・・・綴１　　 ２部

②様式２～４（継続費，債務負担，長期継続）

③歳入予算見積書（財務会計システム出力） 　　　　綴２　　 ４部

④歳出予算要求書（財務会計システム出力）

⑤その他参考資料（積算資料，参考見積書等） ・・・綴３　　 ２部

⑥臨時職員等雇用要望書　　　 　　・・・・・・・・綴４　　 ３部

※③④については，歳入歳出それぞれ右上に連番でページ番号を付すること。入

力終了後に課単位で出力するなど，自動で付されるページ番号が連番となって

いる場合は，これを省略できる。なお，特別会計のみ別提出可とする。

※⑤については，③④との関連に留意のうえ，右下に連番でページ番号を付し，

②～④に資料参照ページを記載するなど，関連を明確にすること。

※①～④，  ⑥  は裏紙，両面印刷は不可とする。  ただし，入力等の工夫により出力

枚数を抑えること。⑤については，両面印刷，N アップなどを利用してコピー

枚数を抑えること。 

　　　　　　　※綴毎に A4 横向き左上で閉じ，分冊すること。
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４．歳出要求基準

 　　政策的経費・投資的経費等については，「中期事業計画」（「ふるさと龍ケ崎戦略プランに

おける工程表登載事業」分，「施設更新」分，「情報システム」分）の登載事業に財源を優先配

分し，その他の事業はゼロベースとする。

(1)「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」関連事業

「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」（以下戦略プランという）は，従来の総合計画に代わる本市

の最上位計画であり，平成 26 年度はこれを確実に実施する予算となる。戦略プランの「主要

事業の工程表」を基本に所要額を計上するものとするが，要求に当たっては，事業内容や事

業費などについて，さらに精査を加えること。

(2) その他の政策的・投資的事業

①ソフト事業

　新規事業については，法律等により義務付けられたもの，国・県支出金等により財源が確

保されるもの，既存事業の縮小や廃止などを伴い，一般財源ベースで財政健全化の効果があ

るもの以外は認めない。

②ハード事業

　別途通知する「中期事業計画」における一次査定額を上限として要求可能とする。ただし，

予算要求にあたっては，経営的視点からの費用対効果の比較検討，受益者負担の適正化，実

施時期等の再検証を行わなければならないこと，また，当該事業等であっても，予算案への

計上が確約されたものではないことに留意すること。

(3) 経常的経費

経常的経費は，戦略プラン関連経費等の増額要望経費を含んだうえで，平成 25年度当初

予算における経常的経費総額以内（一般財源ベース，部単位）とする。ただし，扶助費及び

公債費その他実質的な義務的経費（一部事務組合負担金のうち公債費分等）に係る当然増，

及び継続費にかかるもの，債務負担行為又は長期継続契約により契約済のものは加算できる

こと。なお，「当然増」「自然増」を過大に見込まないこと。

５．留意事項

(1) 「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」及び「同条例施行規則」

　　平成 24 年 10 月 1 日から上記の条例及び規則が施行となっているため，その内容について

十分留意するとともに，その趣旨を踏まえ，本市における財政力の強化の観点を，常に念頭

に置くこと。

　　特に，条例第 19条及び規則第 11条において，総事業費 1億円以上の公共施設，総事業費

2億円以上の社会基盤施設の新設，更新，大規模改造等をしようとする場合には，財政運営

影響額の試算結果及び社会的便益等の予測の公表を義務付けているので，該当がある場合は，

その旨について十分留意したうえで，要求を行うこと。　　

(2) 制度改正等への対応及び事業の見直し

平成 26年度においても，消費税率の改正やそれに伴う経済対策など，現行制度の大幅な

見直しなどが予想される。しかし，制度改正にかかる通達等の時期は未定であり，平成 25年
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度の国の補正予算の影響も懸念される。

当初予算要求時点においては現行制度での積算とせざるを得ないが，各所管にあっては情

報収集及び関係課等協議に努め，予算編成に影響を与えるものについては，財政課に逐次報

告すること。状況によっては当初予算には反映できないことも申し添える。

なお，現在の財政状況においては予算の「縮小均衡」を図らなければならず，従来の「当た

り前」の視点は厳に慎み，次の視点により事業を取捨選択し，目的と成果水準を明らかにす

ること。

1 国・県等の方針・制度に合致しているか。関係法令等に抵触しないか。

2 予算編成方針など市の方針に合致しているか。

3 緊急性の度合いはどうか。

4 住民の要望・期待度はどうか。

5 成果はいつ，どのように現れるか。

6 経済効率，費用対効果はどうか。

(3) 積算根拠

①　歳入，歳出すべてについて，必ず積算根拠を入力すること。根拠無き要求は原則ゼロ査

定であること。

なお，膨大な行数になる場合は，入力は区分ごとの小計などに止め，詳細は【別添資料】

とするなど，出力枚数を抑えるような工夫をすること。

②　修繕料，委託料，工事請負費及び備品購入費に係る要求根拠として，内容や単価・数量

等の  内訳  が明示された  仕様書，概算設計書又は見積書等を適宜添付すること。

なお，見積書等を徴取する場合は，「参考」である旨を明示の上，複数社から徴し，特別

の事情がある場合を除き，特定のメーカーや型式に偏ることがないよう配慮すること。ま

た，予算要求に当たっては，安易に見積額をそのまま要求額とすることなく，実勢価格や

過去の契約実績等と比較検討のうえ，適正価格で要求すること。  見積額＝要求額とする場  

合には，その理由を明示すること。

(4) 情報システム

情報システムに関する当初予算要求（二次要求）については，情報政策課が後日別途通知

する一次査定の結果，二次要求が可能となったもののみ  要求できるものとする。要求できるものとする。  ただし，条

件が付されている場合は，その条件を踏まえたうえで二次要求ができること。

(5) 車両関係経費

車両の購入は，財政課と事前協議が整ったもののみ予算要求できること。特定用途車両

（専用車両）の車検費用，修繕料等の車両関係経費の要求漏れが見受けられるので注意する

こと。また，自動車重量税については，税率表等を確認のうえ要求すること。

(6) 負担金，補助及び交付金

算出根拠が確認できる資料を添付すること。

負担金，補助及び交付金の使途は，特定の事務事業に対するものでなければならない。支

出目的の明確化及び資金使途を個々具体の経費に限定するなど支出の適正化を推進し，特に

多額の繰越金や定例的会議費が大半を占めるもの等に対しては，各所管の主体的な判断によ
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り廃止又は削減等を行うこと。

なお，補助金等審査委員会審査対象の補助金は，別途通知する審査結果の範囲内の額で要

求すること。

(7) 他団体委託料・負担金等

①　市の出資法人への業務委託等

市の出資法人に対する業務委託等（補助金等を含む）であっても，予算要求時の積算や

査定調整等にあっては，各所管課と財政課で協議し行うものであること。

したがって，当該法人の事業計画，見積り等をもって直ちに予算要求額とすることは不

可であり，特に業務委託にあっては，各所管課が自らの責任において，競争入札等を想定

した業務委託仕様書及び積算書を調製し予算要求すること。

また，当該法人にあっては，組織機構の簡素合理化，徹底した経費削減，及び抜本的な

業務執行体制の改革が急務であり，各所管課は監督責任を十分自覚のうえ指導を徹底する

こと。さらに，当該法人の自主事業による収入を確保し，安易な赤字補てん的支出の要求

は厳に慎むこと。

②　一部事務組合負担金

広域化によるスケールメリットを構成団体が公平に享受しなければならないことと，

多額の負担金が大きな財政負担である現状を十分認識し，各所管においては，構成団体間

の密接な連携を図り，当該組合に対して組織機構の簡素合理化，徹底した経費の削減など

改善合理化を求め，負担金算定方法の見直しの協議に際しては，本市の方針を明確に主張

すること。また，企画課及び財政課との事前協議を前提とし，当該協議を経ない変更は認

めないので留意すること。

(8) 上乗せ・単独事業

国県の制度への上乗せ，制度終了後の単独継続など，  国費，県費の肩代わりは行わないこ  

と。やむを得ず継続しようとする場合は，本市の特殊要因により，真に必要とされ，かつ市

民負担の公平性などから許容されるものであるか否かを十分検証すること。

(9) その他

①　予算要求書は，財務会計システム帳票以外は手書きで差し支えない。手書きの場合と

その他の場合の作業時間を比較し，より効率的な方法によること。また，要求書の作成

は計画的に行い，時間外勤務は厳に慎むこと。

②　書類の差し替え等は事務の停滞を招くので，要求書提出前に必ず内容を精査すること。

　ア　過大・過小，要求漏れ，計算ミス，加算漏れ等について必ずチェックすること。

　イ　特定財源の要求にあっては，充当対象経費を明確に把握すること。

③　「中期事業計画登載事業」，「債務負担行為」，「長期継続契約」について，その旨をシス

テム出力による「歳出予算要求書」及び「参考資料」に明記すること。

④　財務会計システムに入力を行うに当たって，「予算書」のチェックマークは，予算書に

計算式や名称等の文言を表示をさせる場合に入力するものであり，歳入の市税，国・県

支出金，歳出の委託料，工事請負費等が該当する。よって必要以上にチェックマークを

入力する必要はない。また，原則として前年度複写は使用しないこと。
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⑤　平成 25 年度 12 月補正予算と平成 26 年度当初予算の要求が重複する期間があるため，

その間に財務会計システムに入力を行う際には，混同しないよう確実に切り替えを行い，

入力誤りが生じないよう留意すること。

(10) 消費税の取り扱い

　　　平成 26 年 4 月 1 日から消費税率が 5％から 8％に改正となるため，平成 26 年度に契約及

　　び支出を行うものについては新税率の 8  ％で積算し，予算要求すること。  また，経過措置等

　　の改正内容には十分留意すること。加えて，契約済みの債務負担行為，長期継続契約等にあ

　　っては，契約書の内容を確認するとともに，契約検査課及び委託業者等と調整を行うこと。

６．ヒアリング

ヒアリングは，別途通知するところにより実施する。（12 月上旬の市議会定例会終了後を

予定。）
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節別要求留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
節 細　節 要　求　基　準 留　意　事　項

１報酬 議員報酬

委員報酬

非常勤職員

報酬

非常勤嘱託

員報酬

一般職非常

勤職員報酬

現行単価及び会議開催日数等の

実情に応じて要求すること。

※単価改正に注意のこと。

・委員報酬は，行政委員会委員

（教育委員会，選挙管理委員会，

公平委員会，農業委員会，固定資

産評価審査委員会及び監査委員）

が該当し，これ以外は非常勤職員

報酬となる。

・市職員，教育公務員等が非常勤

特別職である場合の当該報酬支給

の可否に留意すること。

７賃金 ・職種別単価による。

※単価改正に注意のこと。

※雇用予定者が未定の場合の通

　勤手当相当額は，自動車5km

  未満の単価（月額3,500円）

　を使用すること。

・通勤手当相当額は，賃金に含め

て計上する。

・年間を通じた恒常的人員不足は

定員内振替・課内調整等で対処す

ること。

８報償費 報償金

賞賜金

HyperTOWN 共有キャビネット内

「謝礼金の基準単価表」（場所→

財務関連/財務関連/様式/）を

基礎に，内容・数量を精査のう

え要求すること。

・やむを得ない新規分は，現

金・物品の別，類似単価との均

衡に留意する。

・報償金は，講師謝礼，謝意を表

すための記念品等購入経費。

　必要があるときは，講師等の交

通費相当分を含めるものとする。

・賞賜金は，表彰の謝金，善行

者・優秀者に対する賞金。

９旅費 費用弁償

普通旅費

特別旅費

・国・県の会議・研修等であっ

ても関東圏外は認めない。

・団体等の総会参加等は，原則

県内組織，やむを得ない場合は

関東組織まで。

・県内・外の別なく、原則宿泊

は認めない（国・県主催の研修

等で，業務上参加が必要かつ日

帰り困難な場合は別途協議。た

だし，事務研究会等は，事情の

如何にかかわらず認めない）。

※雇用予定者が未定の場合の通

　勤手当相当額は，自動車5km

　未満の単価（月額3,500円）

　を使用すること。

・費用弁償は，報酬受給者に対す

る交通費（通勤手当）相当額であ

る。

・特別旅費には，特定事業の調

査・研究・視察等に要する限定的

な旅費を計上し，通常の事務事業

に要する旅費は，「普通旅費」に計

上すること。いずれも交通費相当の

み。

・宿泊費を宿泊施設・旅行社等に

支払う場合は「旅費」に，研修主催

団体等に負担金として支出する場

合は「負担金，補助及び交付金」に

計上すること。
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11需用費 消耗品費
燃料費

食糧費
印刷製本費

光熱水費
修繕料

賄材料費
飼料費

医薬材料費

極力削減すること。
・図書及び追録は，極力廃止・

縮小する。
・食糧費：会議等開催件数の削

減，開催時間の工夫により削減
する。

・印刷製本費：印刷機活用によ
る印刷物作成を基本とする。

・光熱水費：基準室温（夏季 28
度，冬季 18 度）の遵守，消灯

励行を前提に要求すること。
・修繕料：施設等修繕は，中期

的な修繕計画分を計上し，不要
不急の修繕費は計上しない。備

品等修繕は，実情に応じて要求
すること。

・車両関係経費：特定用途車両の
タイヤ（消耗品費）・修繕料（車

検費用を含む）及び国庫補助事務
費対象の燃料費は「各事業」に，そ

れ以外は一括して「自動車運行管理
費」に計上する。（「特定用途車両分

の車検経費等の要求・計上漏れ」に
留意すること）

・定例的な事務事業に要する食糧
費は「各事業」に，それ以外及び内

容未定等は一括して「会議等賄費」
に計上する。

・施設等の原状回復，機能維持を
主な目的とする場合は「修繕料」に，

改良等を主な目的とする場合は「工
事請負費」に計上する。また，備品

等の場合は，全て「修繕料」に計上
する。

・備品等の修繕要求にあっては，
修繕と新規購入の費用対効果を検

討のうえ，判断すること。
・料理教室等の食用材料費及び保

育所等の家庭用常備薬は，「消耗品
費」計上で可。（薬は本来「医薬材料

費」）

12役務費 通信運搬費
保管料

広告料
手数料

筆耕翻訳料
火災保険料

自動車損害
保険料

極力削減すること。
・通信運搬費：電話料は実情に

応じ，郵送料は「区内特別郵便」
や「ゆうメール」，「後納制度」等

の工夫による。
・手数料：車検 12 千円以内，

新規 14千円以内。また，使用者
変更等で，車検時変更は 15千

円以内，その他の場合は 20千
円以内。いずれも印紙代を含む。

・火災保険料及び自動車損害保
険料は，実情に応じて要求する。

・宅配便（荷造りを含む），プロ
バイダ使用料，電話引き込みに係

る架設工事費は，「通信運搬費」に
計上する。

・電話料の割引制度が充実してお
り，実情を十分調査すること。特に，

インターネット通信料に留意する
こと。

・1件 100通以上の区内特別郵便は
割引対象となる。

・アンケート等の返信分は，回答
率を考慮し，「承認郵便」を活用す

ること（切手は同封しないこと）。
・ソフト・バージョンアップは，

「手数料」に計上する。
・材料費等を含む役務の提供は，

「委託料」に計上すること。
・車検手数料のうち，特定用途車

両は「各事業」に，それ以外及び自
動車損害保険料は一括して「自動車

運行管理費」に計上する。
・自動車損害保険料以外は，「火災

保険料」に計上すること。

13委託料 必要性及び内容を十分精査し，

極力削減をすること。

・施設維持管理費（清掃等）は，

・内容変更による削減（特に電算

関連）を極力要求に反映させるこ

と。
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HyperTOWN共有キャビネット内

「公共施設建築保全業務積算要

領」（場所→契約関連/設計関連

/）を参考に，徴した見積り等

と比較し，適正な内容で要求す

ること。

14使用料

及び賃借

料

内容を十分精査し，極力削減す

ること。

・不動産借上げは，当該約定金

額により要求する。

・バス借上げは，福祉バス等の

運行を前提とし，日程調整上や

むを得ない場合要求する。

・土地借上料は，現況地目，近傍

類似価額，負担調整率等に留意す

ること。

・高速道路通行料は，「自動車運行

管理費」に一括計上する（一部で例

外が考えられる）。

・団体等が福祉バス等を利用する

場合の高速料金，運転手宿泊料は

当該団体等の負担とする。

・プロバイダ使用料は，「通信運搬

費」に計上する。

・施設を借上げ又は共有する場合

で，光熱水費，通信運搬費等を相

手方が一括して支払い，当該使用

相当額を相手方に支出する場合は

「使用料及び賃借料」に計上する

（負担金ではない）。

・敷金は，「使用料及び賃借料」に

計上し，その返還金は「雑入」に計

上する（ただし，同一年度の支払

い，受け入れの場合は，「戻入」に

よる）。

・有料施設，展覧会等の入場料は

「使用料及び賃借料」に計上する。

・情報システムにおけるクラウド

を利用したシステムの使用料につ

いては，「使用料及び賃借料」に計

上すること。

15工事請

負費

中期事業計画に基づき要求する

こと。

・投資的経費は，原則中期事業

計画登載事業費を上限として要

求すること。

・初期投資のほか，管理運営費，

起債償還費等を含めたトータル

コストにより事業の可否，規模，

内容等を判断すること。

・中期事業計画との整合性に留意

すること。

・制度改正，社会経済情勢の変化

等に留意すること。

・製造の請負は，「工事請負費」に

計上する。例示：消防ポンプ自動車

（CD－1）（小型動力ポンプ付積載

車は，「備品購入費」に計上する）

・「龍ケ崎市財政運営の基本指針等

に関する条例第 19条」及び「同条例

施行規則第 11条」で，総事業費が 1

億円以上の公共施設及び総事業費 2

億円以上の社会基盤施設の新設，

更新，大規模改造等をしようとす

る場合は，財政運営への影響額等

を試算・公表する旨規定されてい

8



るので留意すること。

16原材料

費

内容を十分精査し，極力削減す

ること。

・消耗品費と区分すること。

・材料費のほか，修繕費・手間代

等を含む場合は，「修繕料」に計上

する。

・例示：樹木，砂，苗木，その他

加工用材料等は「原材料費」，滅菌

用塩素等は交換手間代を含めば「修

繕料」，材料費のみは「消耗品費」，

草花等は「消耗品費」。

17公有財

産購入費

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

中期事業計画に基づき要求する

こと。

・地権者の意向等について十分聴

取し，取得の可否を判断すること。

中期事業計画登載分であっても取

得見込みがない場合は，予算計上

を見送ること。

19負担金，

　補助及び

　交付金

負担金

補助金

交付金

内容を十分精査し，要求するこ

と。

・補助金等審査委員会の審査対

象負担金，補助及び交付金は，

審査結果により計上する。

・要求にあっては，特に資金使途

を精査し，事業予算とすべき経費

の有無に留意すること。

・資金使途は，運営費全般を対象

とするのではなく，特定の事務事

業経費を対象とする旨の指導と併

せ，各団体等と補助金等の資金使

途に関する調整を行うよう指導す

ること。

・各所管の責任と主導で，一部事

務組合の予算執行改善を強力推進

するよう指導すること。

20扶助費 生活保護費

その他扶助

費

・対象数，国庫負担等単価の動

向を調査検討し，実情に応じて

要求する。

・制度改正動向に留意するととも

に，適正な対象者把握に努めるこ

と。

21貸付金 制度融資について，対象件数等

を精査し，要求すること。

22補償，補

　填及び賠

　償金

補償金

補填金

賠償金

投資的経費は中期事業計画に基

づき，それ以外は実情に応じて

要求すること。

・補償金は，用地買収の動向，関

係者の意向等について十分聴取し

予算計上の可否を判断すること。中

期事業計画登載分であっても取得

見込みがない場合は予算計上を見

送ること。

・建設工事等に伴う水道・ガス等

移設工事負担金は，「補償金」に計

上する。

・イベント等に係る傷害保険等の

対象で，市から当該保険金の範囲

で市民に見舞金等（市は無過失）

として支出する経費は「補償金」，
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過失があれば「賠償金」で計上が原

則。

23償還金，

　利子及び

　割引料

償還金

小切手支払

未済償還金

利子及び割

引料

還付加算金

既往債及び新規借入れを適正に

把握し，要求すること。

・新規借入利子の計算にあっては

事業の進捗状況に留意し，事業繰

越しの見込み等を含め，借入時期

を適正に設定すること。

・都市再生機構償還金の計上に十

分注意すること。

・還付金及び国・県返還金につい

て，適正に把握すること。

25積立金 ・既積立金を適正に把握し，利

子歳入計上額と同額を計上する。

・25 年度補正予算（補正見込みを

含む）の状況に留意するとともに

決算見込に基づく 25年度中の実質

的な新規積立及び取崩し計画を立

てること。

27公課費 車検年度に留意し，自動車重量

税を計上する。

※毎年計上漏れがあるので十分

注意すること。

・特定用途車両分は「各事業」に，

それ以外は一括して「自動車運行管

理費」に計上する。

・税率表等により区分や車両重量

を確認して要求すること。

28繰出金 特別会計及び定額運用基金に係

る繰出金を計上する。

・特別会計繰出金は，一般的に

はルール分を繰り出すが，特別

会計に財源不足が見込まれる場

合の補てん分も繰出金に計上す

る。

・土地開発基金は，基金利子分

を繰出金に計上する。

・特別会計の経営合理化・収入確

保等の指導を徹底すること。

・会計間の繰出・繰入調整に留意

すること（必ず同額である）。

・定額運用基金の運用状況（基金

積立分と土地保有分がある）に留

意すること。

・土地開発基金のうち，基金利子

は「諸費」の「繰出金」に計上する。土

地運用に係る元利償還金のうち，

普通財産の取得分は「諸費」の「公有

財産購入費」に，行政財産の取得分

は「当該目的別の事業費」の「公有財

産購入費」に計上する。
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11

旅　費　規　程

１ 旅費（内国旅行）については，現行規定に基づき要求すること。

区　　　分 日　　当
宿　泊　料

県　　内 県　　外

全常勤職員（特別職含む） 0 円 11,000 円 12,000 円

出張旅費については，交通費の実費のみを要求すること。

２ 市議会議員その他非常勤特別職の取扱いについては，上記１に準じること。

３ 視察研修旅行等についての随行基準

研　　修　　人　　数 随　　行　　人　　数

　　　　　２０人未満　　　 1 人

　　　　　２０以上５０人未満 2 人

　　　　　５０人以上　　　 3 人

４ 非常勤特別職等については，下記により要求すること。

平成２２年１０月２６日付け人事課通知を参照すること。

①

②

（２）

　　　

 ※

（1） 宿泊旅費の計上科目は，宿泊費等を研修主催団体等に負担金として支払う場合には，当該負担金相当額を「
負担金，補助及び交付金」に，それ以外は旅費規程に定める宿泊料を「旅費」で要求すること。

（2）

（3） 外国旅行については，指定都市，甲地方，乙地方により日当，宿泊料，支度料，雑費等，旅費条例等を参照し
その明細も記載すること（視察，研修等は認めない）。

（1） 非常勤特別職に対する交通費（常勤職の通勤手当に相当）及び公務のため出張する場合の旅費（交通費相
当額）は，費用弁償として要求することができる。算出方法は次のとおり。

雇用予定者が未定の場合は，自動車5Km未満の単価（月額3,500円）を使用すること。

自動車又は自動二輪車（原動機付自転車を含む）を利用する場合の費用弁償は，常勤職員の通勤手当の支
給に準じるものとする（１日の費用弁償の算出については日割計算）。

鉄道・バス等の交通機関を利用する場合の費用弁償（交通費相当額）の算出に当たっては，自宅の最寄り駅，
停留所から目的地（委員会等が行われる場所）の最寄り駅，停留所の間の運賃等相当額とし，最も経済的かつ
合理的と認められる経路及び方法によること。

非常勤特別職ではないが，市が事業を実施するに当たって必要となる委員等の実交通費についても費用弁償
として要求することができる。

費用弁償の額については，ＨyperTOWN共有キャビネット内「通勤手当（費用弁償）一覧」を参照のこと。

（場所→人事関連/臨時・嘱託・一般職非常勤/臨時・嘱託員共通/）
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積　　算　　単　　価　　基　　準　　表　（１）

区　　　分 基　　　　　　　　　　準

　各種法令・追録・

　官報等

（単位：千円）

年　数　
４年以上

　種　類

120 150

100 130

中型 70 100

小型 60 80

　　　　　貨物・軽（ライトバン） 50 70

１　上記単価は，車検時点検費用を含めたものである。

２　ワゴン車・乗用車については，普通乗用車中型に準じて計上すること。

３　タイミングベルト等の高額修理及び特殊用途車両等は実情に応じて計上すること。

タイヤ

トラック（４ｔ） ‥‥‥ 15,000 円／１本

トラック（２ｔ） ‥‥‥ 13,000 円／１本

普通車 ‥‥‥ 7,000 円／１本

軽普通車 ‥‥‥ 6,000 円／１本

※その他実費に応じて要求すること。

プロパンガス ‥‥‥ 前年度実績等に基づいて要求すること。

ガソリン（ハイオク） ‥‥‥ 161 円／㍑

ガソリン（レギュラー） ‥‥‥ 150 円／㍑

灯油（ポリタンク渡し等小口） ‥‥‥ 99円／㍑

灯油（インタンク等上記以外） ‥‥‥ 96円／㍑

軽油 ‥‥‥ 128円／㍑

Ａ重油 ‥‥‥ 96円／㍑

オイル交換（エレメント交換を含む） 5,500 円／一回（４リットル程度）

※オイル交換は原則として，１台年１回とする。

前年度実績にとらわれず，利用価値について再検討し，廃止可能なものは速やかに廃止，又
は適切なものに切り替えること。

茶菓代‥‥‥１人当たり　　200円以内（原則廃止）

　　　　食糧費　　　　　
（消費税込）

昼食代‥‥‥１人当たり　　800円以内（イベント時等は600円以内）

会食代‥‥‥１人当たり　3,000円以内（原則廃止）

手土産代‥・・１個  3,150円以内（官公庁関係は原則廃止）

自動車等修繕
（消費税込）

１年以上
４年未満

自
動
車

貨　物
（トラック）

４t

２t

普　通
乗用車

車両用具類
（消費税込）

給油類
（消費税別）
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積　　算　　単　　価　　基　　準　　表　（２）

自賠責保険料 （単位：円）

月　数　

　車　種

乗用車 16,350 27,840 39,120 

軽自動車 15,600 26,370 36,920 

普通貨物車
66,220 －

43,090 －

小型貨物車（自家用） 17,270 29,680 －

（注１）その他の車両については，実費計上のこと。

自動車重量税 （単位：円）

　　　　　　　　区　 エコカー減免適用なし

　　　　　　　　　　　分 エコカー以外

　車　種

　車両重量 右以外 右以外

16,400 20,000 25,200 32,800 40,000 50,400 49,200 

12,300 15,000 18,900 24,600 30,000 37,800 36,900 

8,200 10,000 12,600 16,400 20,000 25,200 24,600 

20,500 25,000 31,500 41,000 －

16,400 20,000 25,200 32,800 －

12,300 15,000 18,900 24,600 －

9,900 11,400 13,200 19,800 －

6,600 7,600 8,800 13,200 －

軽自動車 － 6,600 7,600 8,800 9,900 

（注２）上記は「エコカー減免適用なし」（乗用はエコカー以外）の税率である。  税率表等により区分

や車両重量を確認して要求すること。

自動車リサイクル費用

手数料（消費税込） （単位：円）

新規登録手数料

車検代行手数料

（注３）新規登録手数料及び車検代行手数料は，書類作成，印紙代等を含む金額である。

保険料及び
重量税等

（H25.4.1改定）

12ヵ月 24ヵ月 36ヵ月

積載量2t超　 35,730

積載量2t以下24,040

36ヵ月12ヵ月 24ヵ月

13年経過 18年経過 13年経過 18年経過

乗
用

2t以下

1.5t以下

0.5t超1t以下
ト
ラ
ッ
ク
（
車
両
総
重
量
８
ト
ン
未
満
）

5t以下

4t以下

3t以下

2.5t以下

1t超2t以下

リサイクル料金は車種により異なるため，各メーカーのホームページで車種別のリサイクル料金
を確認のうえ要求すること。

14,000以内

12,000以内
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積　　算　　単　　価　　基　　準　　表　（３）

被服類等

一般消耗品

1

2

指定ごみ袋 （環境対策課）

その他の消耗品等

その他 土地，建物，機械等の借上は，現行契約の定めるものによること。

 

総務課による作業服等の貸与は，現在休止中である。それ以外については，各課において
必要に応じて要求すること。

会計課で調達する消耗品は別紙のとおりである。それ以外の文具類については，各課
において必要に応じて要求すること。ただし，人頭割の要求はしないこと。

本庁舎以外の施設管理需用費については管理費目においてそれぞれ要求すること。た
だし，下記消耗品は担当課で支給するので要求しないこと。

住宅地図の購入については，茨城県域統合型ＧＩＳを活用することで代替できることから，原
則として行わない。
庁外携行用などで要求する場合は，理由書（様式任意）を添付すること。
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起債対象事業及び充当率

※制度改正等が見込まれるため，必ず財政課と協議のうえ要求すること。

区　 分 起債額算出方法（概算）

公共事業等（補助裏分）

農業農村整備事業

公営住宅建設事業

国庫補助を受けて実施する事業

教育・福祉施設等整備事業

学校教育施設等整備事業

建物（補助事業分）

建物（単独事業分）

交付金・国庫補助金を受けて実施する事業

義務教育施設用地

上記以外の施設用地

社会福祉施設整備事業

老人福祉センター，保育所等

施設整備事業（一般財源化分）

一般補助施設整備等事業

消防・防災施設

社会労働施設，文教施設等

一般事業

一般事業

消防・防災施設（補助分は一般補助事業）

地方道路等整備事業

一般事業分（補助分は公共事業等）

下水道事業

公共下水道事業

補助事業分

単独事業分

流域下水道事業

補助事業

単独事業

農業集落排水施設事業

補助事業分

単独事業分

補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る
負担金（国庫補助を受けて市が実施する施設整備事業
を除く。）

（補助基本額 - 特定財源）×90%

　地方負担額×90%

（補助基本額 - 特定財源）×100%

（補助基本額　－補助金等 ）×90%

対象事業費×75%

（補助基本額　－補助金等）×75%

交付金・国庫補助金を受けて実施する事業（公立義務教育諸学
校に係る危険改築事業・不適格改築事業等） （補助基本額　－補助金等）×90%

（対象事業費 - 特定財源）×90%

（対象事業費 - 特定財源）×75%

（対象事業費 + 付帯工事費等 - 特定財源）×80%

対象事業費の実支出額に補助金廃止前の補助率等を乗じた額×100%

（対象事業費 – 補助金等）×90%

（対象事業費 – 補助金等）×75%

（対象事業費 - 特定財源）×90%

排水路，文教施設，公園緑地事業（補助分は公共
事業等）等

（対象事業費 - 特定財源）×75%

（対象事業費－特定財源）×90%　

（補助基本額 - 国庫支出金－受益者負担金等）×100%

※受益者負担金：地方負担額の5～10%程度

（対象事業費－県補助金 - 受益者負担金等）×100%

※受益者負担金：地方負担額の5～10%程度

　地方負担額×100%

　地方負担額×100%

（補助基本額 - 特定財源）×100%

（対象事業費 - 特定財源）×100%

（注1）特定財源とは，国庫支出金，県支出金，負担金等をいう。

（注2）上表は，平成２５年１０月現在の充当率によるものであること。



（別紙）　　　　　　　　　会計課調達の消耗品類一覧表

区　　分 品　　目 規　格　等

用　紙　類
コピー用紙 Ａ３，Ａ４，Ｂ４，Ｂ５

広幅複写機用ロール紙

事務用品類

スタンプ台 黒（中型），赤（中型）

朱肉 大（６０号），中（５０号）

日付印 大（３号），中（５号），小（６号）

ホッチキス針 １０号

輪ゴム

シュレッダー用ゴミ袋

トナー・インク類

レーザープリンタ用トナー

レーザープリンタ用消耗品 ドラムカートリッジ，廃トナーボックス等

印刷機用マスター サテリオマスター　タイプⅠ

印刷機用インク サテリオインキ　タイプⅠ

記録媒体

CD-RW 700MB

CD-R 700MB

MO

個別フォルダー

やりかけフォルダー

ガイドラベル

フォルダーラベル 白，赤，青，黄，緑

保存箱

印　刷　物

封筒 長３，長４０，角２，角２（まち付）

起案用紙

賞状用紙 Ａ３　　　※ Ｂ４は在庫のみ

納付期限付箋

納入通知書・領収書

納付書・領収書

ミシン目入り白紙

口座振替依頼書

公金払込書・領収済通知書

Ａ１（841㎜×150m），Ａ２（594㎜×150m）

ＮＯ.１６（100ｇ）

230MB，640MB

ファイリング用
消耗品

第1ガイド

第2ガイド

CDポケット
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